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令和２年度通常総代会 書面議決にて 

 

令和元年度優良従業員表彰 ～おめでとうございます～ 

表彰を受けられた方々は次のとおりです。（敬称略・順不同） 

 ◎中小企業長官表彰   ・吉木 妙子（東松島市商工会女性部 部長） 

 ◎宮城県知事褒状    ・深堀 勝悦（㈱木村土建） 

 ◎全国商工会連合会長表彰 

 【商工会優良常勤役職員】・阿部 秋恵（商工会職員） 

 【会員事業所優良従業員】・佐藤 栄孝（矢本重機工業㈱） ・木村 清子（㈱オイタミート） 

 ◎宮城県商工会連合会長表彰 

 【会員事業所優良従業員】・千葉 千代子（東北パイプターン工業㈱） 

             ・鈴木 順悦（同）       ・木村 昭三（同） 

             ・横山 智子（㈱守平商店）   ・菊池 正行（㈱オイタミート） 

             ・千葉 貴俊（㈲千葉冷機興業） 

 690 30 37 R2.7.1  

 1,176 1,048 58.7  

82-2088 83-2293 
87-2026 87-3195 



 

 

設備投資・販路開拓支援関連 

 

小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者等が経営計画を策定して商工会と一緒に取り組む販路開拓等を支援 

対  象：小規模事業者 等 

補助上限：【一 般 型】５０万円 補助率２／３ 

      【コロナ対応型】１００万円 補助率２／３ 

       上記と合せて「感染防止対策のための取組」に対して別枠５０万円（定額）

また、クラスター対策が特に必要な特例事業者に５０万円を上限に上乗せ補助 

  応募締切：【一 般 型】３次 令和２年１０月 ２日（金） 

               ４次 令和３年 ２月 

       【コロナ対応型】３次 令和２年 ８月 ７日（金） 

               ４次 令和２年１０月 

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの

改善を行うための設備投資等を支援 

補助上限：１，０００万円 

＋５０万円（特別枠の場合に限り、事業再開枠の上乗せが可能） 

補 助 率：[通常枠] 中小企業 １／２、 小規模企業者・小規模事業者 ２／３ 

[事業再開枠] 定額（１０／１０、上限５０万円） 

補助要件：以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実行 

・付加価値額 ＋３％以上／年 

・給与支給総額＋１．５％以上／年 

・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋３０円 

  応募締切：３次 令和２年８月３日（月） 

 

※そのほかにも、対象要件等がありますので、全国商工会連合会ＨＰよりご確認いただくか、

商工会にご相談ください。 

 また、経営計画策定には一定の時間を要するので、一月程度前からご相談くださいますよう

お願い申し上げます。 

 

  



 

設備投資・販路開拓支援関連 

 

宮城県中小企業等再起支援事業補助金 

新型コロナウイルス感染症の拡大によって業況が悪化し，経営の維持向上に支障をきたし

ている中小企業・小規模事業者が，早期の再起を図るため，販路開拓や生産性向上などに向

けて取り組むことを支援します。 

 

【販路開拓・生産性向上の取組】 

補助上限額：１００万円   下限額：５０万円 

 

【感染防止対策の取組】 

補助上限額：５０万円 

 

受 付 期 間：令和２年６月２２日 （月）～７月３１日 （金）消印有効  

※ 途中で予算上限に達した場合，以降の募集は締め切られます。 

 

対象事業者：次の①～④をみたす宮城県内の中小企業・小規模企業（個人事業主含む） 

 ① 県内に本店を有する法人又は県内に住所を有する個人事業主 

 ② 新型コロナウイルスの影響により令和２年１月以降のいずれか１か月間の売上が、 

前年同月比で３０％以上減少していること 

 ③ 新型コロナウイルスの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計 

画を策定していること 

 ④ 令和２年３月３１日までに創業していること 

 

対 象 事 業：（例えば） 

補助額 事業例 

【販路開拓・生産性向上】  

上限 １００万円 

下限 ５０万円 

○ インターネット販売の強化費 

○ Wi-Fi 設備やキャッシュレス機器導入  

○ 新商品開発のための機械購入費  

○ 店舗リニューアルのための改装費     など 

【感染防止対策】 

上限 ５０万円 

○ 感染防止のための啓発用ポスター，チラシの作成費  

○ アクリル板・防護スクリーンの購入，施工  

○ 換気設備（換気扇、空気清浄機等） 

〇 サーモカメラの購入，施工        など 

 

※そのほかにも、対象要件等がありますので、詳しくは同封のチラシをご覧いただくか、宮

城県ＨＰよりご確認ください。また、こちらの補助金も経営計画の策定が対象要件となっ

ておりますので、お早めにご相談ください。 

 

  



 

新型コロナウイルス感染症関連 

名称 金額 申請先及び方法 期限 

持続化給付金 

※売上が昨年同月比 

５０％以上の減少 

１事業所 

法人 ２００万円 

個人 １００万円 

給付金センター 

オンライン申請 

※商工会で申請支援 

令和３年１月１５日 

休業協力金 

（感染拡大防止協力金） 

 ※休業要請対象者 

１事業所 ３０万円 

２施設以上４０万円 

市商工観光課 郵送 

申請書あり 
令和２年７月３１日 

市民生活維持協力金 

 ※対象業種あり 

１事業所 １０万円 

２施設  ２０万円 

５施設以上３０万円 

市商工観光課 郵送 

申請書あり 
令和２年７月３１日 

地域経済維持協力金 

※売上が昨年同月比で

若干でも減少 

１事業所  ５万円 
東松島市商工会  

申請書あり 
令和２年７月３１日 

※持続化給付金につきましては、オンライン申請のみとなっていることから商工会で申請

サポートいたしますので、まずは電話（８２－２０８８）にてご予約ください。なお、携帯

電話等の環境上やむを得ず、申請サポート窓口をご紹介させていただくことがございます

ので予めご了承ください。 

※地域経済維持協力金は、すべての商工業者が対象となります。 

 

家賃支援給付金 

売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担とな 

っている地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金が創設されます。 

  ※申請方法や添付書類等未確定の部分があります。 

 

対象者 中堅企業、中小企業、小規模事業者であって５月～１２月において以下のいずれか 

    に該当する事業者に給付金が支給されます。 

    ①いずれか１カ月の売上高が前年同月比で５０％以上減少 

    ②連続する３ヶ月の売上高が前年同期比で３０％以上減少 

 

給付額 直近の支払家賃（月額）に基づき算出される給付額（月額）の６倍 

 

上限額 ６００万円（法人） ３００万円（個人） 

 

※詳しくは経済産業省ＨＰをご覧ください。 

 


